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ま え が き

水道料金は、給水サービスの対価であるから、できるだけ低廉かつ公平でなければならないととも

に、地域住民の要求する給水需要が量質ともに充足できるよう適正に定められていなければならない。

したがって、水道事業者は、水道料金の低廉化をはかるために事業全般にわたる経営の合理化に最

大の努力を傾注すべきであることはいうまでもなく、いやしくも放慢経営にともなう冗費を総括原価

に含め、これを使用者の負担に転嫁するようなことは到底許されることではない。

しかし、同時に水道料金は、事業の効率的経営を前提とするかぎり、給水に要する原価を償うもの

でなければならない。原価を無視した低料金は、水道事業の健全な発展はもとより、現状の維持さえ

困難にするばかりでなく、放慢な水使用を助長する結果、給水サービスの全般的な低下を招くことと

なるからである。

このような事態を回避もしくは解決するための最大の要件は、料金の適正化を図ることである。

そして料金が適正であるためには、

第一に、事業の能率的経営を前提とする原価が基礎になっていること。

第二に、総括原価は、単に既存の水道施設を維持するためのものばかりでなく、水道施設の拡充強

化のための原価をも含むものであること。

第三に、料金負担の公平の見地から、各使用者の料金は個別原価にもとづき算定されているもので

あること。

が必要である。

この「水道料金算定要領」は以上の原則をもとに、水道料金の具体的算定方法について検討した結

論である。
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Ⅰ 水道料金算定要領
策定 昭和42年７月
改定 昭和54年８月
改定 平成９年10月
改定 平成20年３月

1. 総 則
１ 本 旨

水道料金の算定にあたっては、水道使用者の公正な利益と水道事業の健全な発達をはかり、もっ

て地域住民の福祉の増進に寄与するよう配慮されなければならない。

2. 総 括 原 価
１ 基 本 原 則

水道料金は、過去の実績及び社会経済情勢の推移にもとづく合理的な給水需要予測と、これに

対応する施設計画を前提とし、誠実かつ能率的な経営の下における適正な営業費用に、水道事業

の健全な運営を確保するために必要とされる資本費用を加えて算定しなければならない。

なお、受託工事その他の付帯的事業については、当該事業に要する直接費及び間接費を含め、

収支相償うよう定められていなければならない。
２ 料金算定期間

料金算定期間は、概ね将来の３年から５年を基準とする。
３ 営 業 費 用

営業費用は、人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産減耗費、その他維

持管理費の合計額から控除項目の額を控除した額とする。各費用及び控除項目の額の見積りにあ

たっては、料金算定期間中の事業計画及び経済情勢の推移等を十分に考慮しなければならない。

イ 人 件 費

人件費は、給料、手当、賃金、報酬、法定福利費及び退職給与金の合計額とし、過去の実績、

職員計画及び給与水準の上昇等を考慮して適正に算定した額とする。

とくに、退職給与金は職員の年齢構成の実態等をもとに合理的に見積らなければならない。

ロ 薬 品 費

薬品費は、給水計画及び各水源別水質の実態等を考慮して適正に算定した額とする。

ハ 動 力 費

動力費は、地区別需要予測にもとづく水道施設の個別稼働計画に準拠して適正に算定した額

とする。

ニ 修 繕 費

修繕費は、水道施設の適正な維持を基本とし、過去の実績、事業の特性及び地域の実態等を

考慮して適正に算定した額とする。

ホ 受 水 費

受水費は、受水計画にもとづき適正に算定した額とする。

ヘ 減 価 償 却 費

減価償却費は、料金算定期間中の水道事業償却対象資産の帳簿原価に対し、原則として定額

法により算定した額とする。

ト 資 産 減 耗 費

資産減耗費は、過去の実績及び水道施設の実態等を考慮して適正に算定した額とする。

チ その他維持管理費

通信運搬費、委託料及び手数料等のその他維持管理費は、過去の実績、将来の事業計画及び
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個別費用の特質等を勘案して適正に算定した額とする。

リ 控 除 項 目

諸手数料その他事業運営にともなう関連収入は、過去の実績及び将来の事業計画等を考慮し

て適正に算定した額とする。
４ 資 本 費 用

資本費用は、支払利息及び施設実体の維持等に必要とされる資産維持費の合計額とする。

イ 支 払 利 息

支払利息は、企業債の利息、取扱諸費及び発行差金償却費並びに一時借入金の利息の合計額

とする。

なお、受取利息等関連収入は、これを控除しなければならない。

ロ 資 産 維 持 費

資産維持費は、事業の施設実体の維持等のために、施設の建設、改良、再構築及び企業債の

償還等に充当されるべき額であり、維持すべき資産に適正な率を乗じて算定した額とする。
５ 経営効率化計画

水道料金の算定にあたっては、事業全般にわたる経営の見直しを行い、経営効率化計画を策定

し、これを総括原価に反映させなければならない。

3. 料 金 体 系
１ 一 般 原 則

イ 個別原価主義

料金は、各使用者群に対して総括原価を各群の個別費用にもとづいて配賦し、基本料金と従

量料金に区分して設定するものとする。

この場合において設定された料金をもって計算した料金収入額は、総括原価と一致するもの

でなければならない。

ロ 特 別 措 置

イ 各使用者群の基本料金に対しては、生活用水への配慮及び給水需給の実情等から必要があ

る場合には、資本費用の一部を配賦しない等その料金の軽減措置を講ずることができる。

ロ 従量料金については、給水需給の実情等により適当な区画を設けて、逓増または逓減料金

制をとることができる。
２ 経 過 措 置

本算定方式の実施にあたっては、急激な変動を緩和するため適当な経過措置を講ずることがで

きる。なお、用途別料金及び基本水量を付与する料金は、料金の激変を招かないよう漸進的に解

消するものとし、経過的に存置することはやむを得ない。また、資産維持費の算定方法を変更す

ることにより料金の激変が想定される場合には、長期的な目標を示した上で、段階的に料金改定

を行うこともできるものとする。
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Ⅱ 説 明 資 料

1. 基 本 原 則

水道料金は、水道使用者の公正な利益と水道事業の健全な発展が図りうるよう適正に定めなけれ

ばならない。

水道使用者の公正な利益は、いうまでもなく、十分にして良質の給水サービスが公平かつ低廉に

供給されることである。

しかし、十分、かつ良質の給水サービスの低廉供給ということは、水道事業の健全な発展が前提

要件でなければならない。水道事業の経営が放漫であったり、施設の維持管理が適切におこなわれ

ない場合には、給水サービスは量的にも質的にも低下するばかりでなく、そこでは低廉な供給は到

底期待できないからである。したがって、経営効率化に向けた不断の努力と施設の計画的な建設、

改良、再構築の実施が不可欠である。

また、水道事業においては、社会経済の進展に伴って、質的に高度化することが求められている。

したがって、水道料金は単に既存の施設による給水のための原価を償うだけでは十分ではなく、施

設の建設、改良、再構築が可能であるように財政的基盤の強化を図りうるものでなければならない。

資産維持費が当然総括原価の構成要素とされるゆえんである。

2. 総 括 原 価
１ 原 則

料金算定期間中における料金総収入額は、適正な原価にもとづき算定されなければならない。

この場合の原価は、営業費用のほか資本費用をも含むものであり、これが通常、総括原価といわ

れるところから、料金総収入額は、総括原価に等しいものとして決定される。

総括原価の内容としての営業費用は、誠実かつ能率的な経営を基本として算定されなければな

らず、また、資本費用は事業の健全な運営が確保できるものでなければならない。

総括原価の算定にあたっては、とくに、期間的な負担の公平が保たれるよう配慮されなければ

ならない。
２ 給水需要予測と施設計画

イ 給水需要の予測

給水需要は、総括原価の基礎となるものであるから、過去の実績、地域の特性及び社会経済

の動向等を十分に勘案して、適正に予測されなければならない。給水需要に影響する主な要因

としては、人口、生活水準、都市産業構造等が考えられる。したがって、将来の給水需要の予

測にあたっては、過去の実績、都市計画、地域経済計画等を勘案して、人口や産業経済の動向

を想定するとともに、上記要因が実績数値にもとづき、各都市において給水需要の推移とどの

ような相関関係にあったかを、あらかじめ把握しておくことが必要であり、これらが総合勘案

されなければならないのである。

また、給水需要の予測は、各個料金決定との関連があるので、必要に応じ使用者群及び使用

水量区画ごとにおこなうものとする。

なお、従量料金について新たに逓増制とする場合、もしくは、逓増の度合いを強める場合に

は、高率料金適用の使用水量は相対的に低下を免れ得ないので、予定需要量が過大とならない

よう、逓増度の影響について考慮する必要がある。

ロ 施設計画の策定

水道施設の建設改良計画は、必要な水源を確保し、施設が地域的にも時期的にも適切な水需

給のバランスが確保できるものでなければならず、また、質的な面における需要にも応えてい

くものでなければならない。
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したがって、給水需要と施設能力に乖離が生じている場合、あるいは、渇水・震災等への対

策が強く求められている場合には、適正な施設計画に基づいて施設能力の適正化を図っていく

必要がある。この場合、施設計画の適正規模は、給水需給の実情、各施策への水道使用者の要

望、水源確保の状況、財源調達にともなう金利負担及び事業の財政状態等を総合的に勘案のう

え決定されなければならない。
３ 付帯的事業収支

水道料金は、給水サービスの供給に要する原価を基礎として算定されるので、これに関係のな

い受託事業その他の付帯的事業に要する経費は総括原価に含めるべきではない。これらの経費は、

当該事業によって利益を受ける特定者が当然負担しなければならない。

ただし、給水普及促進等のためとくに給水工事等について使用者に対し無差別に所要経費の減

免をおこなっている場合には、その範囲で、総括原価に含めることは差支えない。
４ 料金算定期間

水道料金は、使用者の日常生活に密着しているので、できるだけ長期にわたり安定的に維持さ

れることが望ましい。また、長期化することにより経営効率化や施設計画を計画的に実施し料金

の低廉化に努めるべきである。しかし、余りにも長期の算定期間をとることは経済の推移、需要

の動向等、不確定な要素を多く含むこととなるばかりでなく、期間的な負担の公平を無視するこ

ととなるので適当とはいえない。

料金算定期間は、料金の安定性、期間的負担の公平、原価把握の妥当性及び水道事業者の経営

責任の面など諸々の要素を考慮してみると概ね将来の３年から５年を基準に設定することが妥当

であると考えられる。

また、一定の算定期間をとって料金を定めもしくは改定したのち、予想できなかった事業計画

の変更や物価の変動等財政に大きな影響を及ぼす事情が生じた場合には、財政の健全化及び料金

負担の公平化の見地から料金算定期間中であっても、適時適切な料金改定が必要である。
５ 営 業 費 用

イ 営業費用の範囲

営業費用は、既存の水道施設（料金算定期間に新たに稼働するものを含む。）を維持管理し

ていくために必要とされる費用であって、その内容は施設機能別には原水、浄水、配給水及び

一般管理業務の各部門費用からなり、費用の性質別には、人件費、薬品費、動力費、修繕費、

受水費、減価償却費、通信運搬費、資産減耗費、委託料及び手数料等から構成される。

営業費用は、性質別に算定のうえ原水、浄水、配給水及び一般管理業務の各部門費用に整理

集計するものとする。

なお、手数料等の関連収入は、これを控除しなければならない。

ロ 控除項目の控除方法

控除項目は、施設部門別費目の分類に対応せしめ、特定費目に直接関連の認められるものは

当該費目から直接控除するものとし、他は営業費用の総額に対する当該費目の額の比により按

分のうえ控除するものとする。ただし、控除項目の額が軽微な場合には、その全額を一般管理

業務部門費から控除することができる。受取利息等資本費用にかかる関連収入も微額の場合に

は、これと同様に処理することができるものとする。

なお、関連収入は、とくに必要が認められる場合を除き、固定費用に対応するものとみなし、

各部門別費目のうち、固定的部分から優先的に控除するものとする。

ハ 営業費用の算定

営業費用の算定にあたっては誠実かつ能率的な経営を基本とし、全般的事業計画及び経済情

勢の推移等を十分に考慮しなければならない。

なお、全般的事業計画は、給水計画、建設改良計画、財源計画、修繕計画及び職員計画等の

すべての経営諸計画を含むものであり、経済情勢の推移は主として人件費及び物件費の動向を
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さすものである。

イ 人 件 費

人件費は、給料、手当、賃金、報酬、法定福利費及び退職給与金の合計額とし、計画期間

中の所要人員に１人当りの平均所要額を乗じて算定した額とする。

所要人員の見積もりは、職員計画をもとに施設部門別に細分しておこなうものとし、この

場合、職員計画は事業の性質及び経済効率等を十分勘案して策定しなければならない。

１人当りの平均所要額は、職員の年齢構成等を考慮して年次昇給にともなう平均給与額の

上昇のほか、経済情勢の推移にともなうベースアップについても、過去の実績等をもとに最

低限度見込むものとする。なお、経営合理化計画との関連から、労働生産性の上昇が明らか

に期待できる場合には、必要に応じこれをベースアップの中に含めて見込むことができる。

退職給与金は、料金負担の期間的公平を図る見地から単に料金算定期間中の支払所要額を

基準とすることなく、退職給与引当金制度を前提として算定するものとする。

ロ 薬 品 費

薬品費は、料金算定期間中の総水量に１立方メートル当りの薬品費を乗じて適正に算出し

た額とする。

この場合、水源が多岐にわたり水質が著しく異なるときは、水源別に単価の見積りをおこ

なうものとする。

なお、所要薬品の単価の見積りにあたっては、料金算定期間内の物価変動を適切に見込む

必要がある。

ハ 動 力 費

動力費は、施設の個別稼働計画をもとに契約電力量及び使用電力量を予定し、これに電力

単価を乗じて適正に算出した額とする。

動力源として、電力以外のものを使用している場合における動力費の算定は、上記に準じ

て適正におこなうものとする。

なお、動力単価の見積りにあたっては、料金算定期間内の電力料金の変動を適切に見込む

必要がある。

ニ 修 繕 費

修繕費は、稼働固定資産の取得価格（再評価している場合には再評価価格）に対し、標準

的経費係数を乗じて得た額から、人件費その他別途営業費用に算入される費用の額を控除し

て適正に算出した額とする。ただし、標準的経費係数の見積りが著しく困難な場合にあって

は個別施設ごとの修繕費を予定し、これを積算して算出することができるものとする。

稼働固定資産の取得価格は、固定資産の総取得価格から、土地その他の非償却資産の額、

無形固定資産の額を控除した額であって各年度の平均額として算定するものとする。

標準的経費係数は、施設の実体維持を基本とし、過去の実績ばかりでなく、施設の態様、

雪害や道路交通事情等の自然的社会的諸条件を総合勘案のうえ施設部門別に適正に見積るも

のとする。この場合施設部門別の見積もりが困難なときは、例えば稼働固定資産総額に対し

３％というように総合率を採る方法も考えられる。

また、積み上げ方式により修繕費の算定をおこなう場合にあっても施設の実体維持を基本

とし過去の実績その他自然的、社会的諸条件を十分考慮して適正に見積る必要があることは

いうまでもない。

なお、修繕費については、経理上の措置として引当金制度の設定が望ましい。

ホ 受 水 費

受水費は受水計画に基づき適正に算定した額とする。

原水もしくは浄水の受水にともなう経費の負担方式としては、負担金方式、契約単価によ

る買水方式等の方法があるので、受水費は、負担金方式による場合には適正な負担金の額と
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し、買水方式による場合には、受水量に契約単価を乗じて適正に算出した額とする。

なお、受水費の算定が何れの方法でおこなわれる場合であっても、受水量は、給水需給計

画にもとづき適正に見積もるとともに、将来需要を把握した上で適正化を進めていく必要が

ある。

ヘ 減 価 償 却 費

減価償却費は、料金算定期間中の償却資産の取得価格に対し、定額法により算出した額と

する。ただし、定率法を採用している場合には、これによることを妨げない。

この場合において耐用年数及び残存価格等は、地方公営企業法の定めるところによる。

償却資産は、実体資本維持の観点から、配水管、量水器等可能な範囲で取替資産として処

理することが望ましい。この場合、新規に組み入れられる取替資産の減価償却は、その取得

価格の100分の50に達するまでおこなうものとする。

償却資産を含むすべての固定資産は、当該資産の用役性を基礎として適正に評価されなけ

ればならない。したがって、例えば、旧施設の撤去に要する費用、負担金及び補償金等であっ

て、資産の用役性に関連のない経費、もしくは、収益的支出と共通する事務諸経費等で軽微

なものは、収益的支出として処理し、固定資産の取得価格には、含めないことが妥当である。

なお、償却資産の範囲については、配水管の埋設用地、ダム築造にともなう水没用地等は、

本来、永久資産としての土地の効用が失われることとなるので、これらについては、将来の

問題としては償却資産に含める方向で検討するべきであると考えられる。

ト 資 産 減 耗 費

資産減耗費は、過去の実績及び施設の実態等を考慮して適正に算定した額とする。

資産減耗費の内容は、除却費とたな卸資産減耗費の二つに大別できるが、前者については、

実体資本の維持及び期間的負担の公平の見地から、特別の事由がある場合を除き、各年度の

除却額を長期的な除却計画に基づき見積るものとし、後者については、過去の実績及び事業

計画等をもとに、たな卸資産の年次別適正保有量を見積り、算定するものとする。

チ その他維持管理費

通信運搬費、委託料及び手数料等上記イからトまでに含まれない営業費用は、その他維持

管理費とし個々の費目ごとに数量もしくは規模を予定し、これに適正な単価もしくは率を乗

じて算出した額とする。

個別費用にかかる数量もしくは規模は、過去の実績、全般的事業計画等を考慮して適正に

見積らなければならない。

なお、単価の見積りにあたっては、料金算定期間内の物価変動を適切に見込む必要がある。

リ 控 除 項 目

諸手数料その他事業運営にともなう関連収入は、性質別に数量もしくは、規模を見積り、

これに収入単価もしくは収入率を乗じて適正に算出した額とする。

各収益項目ごとの数量・規模及び単価・率の見積りにあたっては、過去の実績、全般的事

業計画及び経済の推移等を十分に勘案しなければならない。
６ 資 本 費 用

資本費用は、支払利息及び資産維持費の合計額とする。

資本費用の算定方式としては、通常、レート・ベース方式と積み上げ方式の二つが考えられて

おり、一般の公益事業料金の決定においては、このうちレート・ベース方式が他の企業との利潤

率の均衡を保たせることにより内部資金の調達を可能にし、また、料金の平準化を保障し、あわ

せて経営効率の向上を促す意味から、より妥当であるとされている。

しかしながら、水道事業においては資本調達の方途について制約を受けていること等の事由に

より、資産基準により資本費用の算定をおこなういわゆるレート・ベース方式の採用は、当面、

困難な実情にある。

6



7( )

このため、資本費用については、支払利息及び資産維持費の合計額として、積み上げ方式によ

り算定することとし、資産維持費についてはレート・ベース方式の利点を生かした方式により算

定することとしたものである。

なお、受取利息等関連収入は、原則として、支払利息から直接控除するものとするが、微額の

場合は、営業費用の一般管理業務部門費から、控除することができる。

資本費用の施設部門別配賦は、特定施設ごとの建設資金源等のいかんにかかわらず、部門別資

産の帳簿価格の比によりおこなうものとする。

イ 支 払 利 息

支払利息は、企業債の利息、取扱諸費及び発行差金償却費並びに一時借入金の利息の合計額

とする。

企業債の支払利息の額は、既定債については、既定の起債条件により算出するものとし、新

規債については、直近の起債条件をもとに適正に算出するものとする。

一時借入金の利息は、過去の実績、事業計画及び将来の金融諸事情等を勘案して、総合的資

金運用計画を策定のうえ借入予定額に対し適正な利率を乗じて算定しなければならない。

なお、建設利息については、施設稼働後固定資産に組み入れられ、減価償却費として総括原

価に算入されることになる。

ロ 資 産 維 持 費

資産維持費は、給水サービス水準の維持向上及び施設実体の維持のために、事業内に再投資

されるべき額であり、実体資本の維持及び使用者負担の期間的公平等を確保する観点から、総

括原価に含める額は次により計算された範囲内とし、その内容は施設の建設、改良、再構築及

び企業債の償還等に必要な所要額とする。

資産維持費＝対象資産×資産維持率

ここで、

イ 対象資産は、償却資産額の料金算定期間期首および期末の平均残高とする。

ロ 資産維持率は、今後の更新・再構築を円滑に推進し、永続的な給水サービスの提供を確保

できる水準として３％を標準とし、各水道事業者の創設時期や施設の更新状況を勘案して決

定するものとする。

ただし、標準的な資産維持率により難いときは、各水道事業者における長期的な施設整備・

更新計画及び財政計画等を踏まえて計画的な自己資本の充実を図るため、料金算定期間の期

末における中間的な自己資本構成比率の目標値を達成するための所要額を資産維持費として

計上できるものとする。
７ 経営効率化計画

水道事業者は水道料金の低廉化をはかるため、経営効率化に最大の努力を傾注すべきである。

そのため、水道料金の算定にあたっては、経営効率化計画を策定し、これに基づく効率化目標額

を総括原価の内容である営業費用および資本費用に適正に反映させなければならない。
８ 累積赤字等の措置

累積赤字は、適時適切な料金改定により発生を抑制すべきであり、本来統括原価に含めるべき

性質のものではないが、諸般の事情から、すでに欠損金もしくは不良債務が生じ、長期的にその

解消の見込みが立たない場合には、料金の期間的公平性が損なわれない範囲で、これを総括原価

に含めることはやむを得ない。

3. 料 金 体 系
１ 原 則

水道料金は使用者間に不当な差別的取扱いをするものであってはならない。このため、料金は、

個々の給水に要する個別原価にもとづき設定するものとする。個別原価主義を基調とする料金は、

個々の給水原価に準拠するが故に、客観的公平が確保できるのである。
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２ 定 義

イ 基 本 料 金

基本料金は、各使用者が水使用の有無にかかわらず賦課される料金である。

ロ 従 量 料 金

従量料金は、実使用水量に単位水量当りの価格を乗じて算定し賦課される料金である。

ハ 需 要 家 費

需要家費は、検針・集金関係費、量水器関係諸費等主として需要家の存在により発生する費

用である。

ニ 固 定 費

固定費は、営業費用及び資本費用の大部分であって、給水量の多寡には関係なく水道施設を

適正に維持していくために固定的に必要とされる費用のうち、需要家費に属するものを控除し

たものである。

ホ 変 動 費

変動費は、薬品費、動力費及び受水費並びに需要家費または固定費に属さないその他の費用

であって、概ね給水量の増減に比例する費用である。
３ 個別原価計算基準

イ 基本的考え方

計算方式のもっとも極端なものとしては、総括原価のうち、需要家費及び固定費の全額を準

備料金とし、変動費を水量料金とするものが考えられる。しかし、かかる方式は、基本料金が

著しく高額となり料金制度そのものとしても問題があるとともに、水道事業における生活用水

の低廉な確保という料金設定の原則にももとることとなる。

また、水道事業では、原浄水の貯留がある程度可能であるので、固定費全額が各使用者の需

要の特性に比例するとみることは、必ずしも適当ではない。したがって、固定費のうち、比較

的各使用者の需要の特性に比例するもの及び需要家費を準備料金とすることが妥当である。

注記：１ 準備料金は、使用水量とは関係なく水道事業が給水準備のために必要な原価として

各使用者に対し賦課する料金であって、その額は基本料金の額と一致するものである。
２ 水量料金は、各使用者の使用水量に対応して必要とされる原価として給水量単位あ

たりに配賦される原価であり、その額は従量料金の額と一致するものである。

ロ 使用者群の区分

各使用者群は、給水管の口径別（量水器口径）により適当な段階に区分して設定するものと

する。ただし一時使用等これによることが適当でない場合には別途使用者群を設定することが

できるものとする。

ハ 従 量 料 金

従量料金は、使用者群の差異にかかわらず均一料金制とする。

ニ 総括原価の分解及び配賦

総括原価は需要家費、固定費及び変動費の三費目に分解し、次の基準により準備料金及び水

量料金に配賦する。

イ 需 要 家 費

需要家費は、全額を準備料金として基本料金に配賦するものとし、各使用者に対する配賦

基準は次のとおりとする。
１ 需要家費のうち検針・集金関係経費等各使用者について均等に要する費用は各使用者に

対し、均等に配賦する。
２ 量水器関係諸費は、量水器の取得価格に比例して差別配賦とする。

ロ 固 定 費

固定費は、準備料金と水量料金に配分のうえ、準備料金に配分された額については、各使
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用者群の需要の特性にもとづき差別配賦とし、水量料金に配分された額は、給水量１立方メー

トルあたり均等に配賦する。

この場合、固定費の配分及び準備料金に配分された固定費の配賦の基準は、次に掲げるも

ののなかから各事業の実態等を勘案して、適宜選択するものとする。
１ 固定費の配分基準

固定費総額に対し、最大給水量に対する最大給水量と平均給水量の差の比率を乗じて

得た額を準備料金とし残余の固定費を水量料金とする方法。

固定費総額に対して、浄水施設能力に対する浄水施設能力と平均給水量の差の比率を

乗じて得た額を準備料金とし残余の固定費を水量料金とする方法。

固定費総額に対して、浄水施設能力に対する浄水施設能力と最大給水量の差の比率を

乗じて得た額を準備料金とし残余の固定費を水量料金とする方法。

固定費総額のうち、配給水部門費を準備料金とし他は水量料金とする方法。
２ 準備料金の配賦基準

理論流量比と地域の使用実態等を考慮して配賦する方法。

理論流量比と断面積比を考慮して配賦する方法。

理論流量比と最大給水日もしくは最大給水時間における各使用者群ごとの結合需要の

比を考慮して配賦する方法。

注記：固定費の各使用者群に対する配賦基準として理想的な方法は、最大給水日または

最大給水時間における各使用者ごとの結合需要の比により配賦する方法である。し

かし、今日、各事業においては、これらについて明確な実績を把握することは困難

な実情にある。

ハ 変 動 費

変動費は、全額を水量料金として均一に配賦する。

ホ 特 別 措 置

原価の配賦にあたり、生活用水に対する配慮及び給水需給の実態等から、必要がある場合に

は、次の特別措置を講ずることができるものとする。

イ 基本料金の軽減措置

準備料金としての基本料金に対する需要家費及び固定費の配賦にあたっては、資本費用を

控除または軽減して配賦することができる。

ロ 従量料金の差別料金制

多量使用を抑制し、もしくは促進するため、従量料金については逓増または逓減制とする

ことができる。

なお、この場合にあっても、料金と原価との関係を明確にするため、減免及び追加した費

用は、性質別もしくは部門別に明らかにしておくべきである。
４ 個別原価計算基準修正措置

イ 修正措置の目的

個別原価計算基準により算定した結果によると、前記３ホの特別措置を講じても、基本料金

が現行料金をかなり上回るため直ちに実施することが困難な事業もあると考えられる。したがっ

て、基本料金のより低廉化を図るため経過的な修正措置が必要になってくるが、その場合には、

各事業の料金制度の沿革や需給の実態等を勘案して適宜調整を加えることができるものとする。

なお、修正措置の一般的基準を例示すれば、概ね次のとおりである。

ロ 修 正 措 置

固定費の一部を準備料金に配賦する場合における配分基準は次に掲げる基準から各事業の実

態に応じ適宜選択するものとする。

イ 前記ニロの１により算定した額から資本費用のほか、減価償却費を控除して得た額。

9



10( )

ロ 上記イにより算定した額から一般管理業務部門費を控除して得た額。

ハ 上記ロにより算定した額から原浄水部門費を控除して得た額。
５ 特殊使用に対する料金

特定時期に使用が偏る観光地のホテルや別荘などにおける特殊な使用形態や、地下水利用専用

水道による緊急時のみのバックアップ水源としての水道水使用については、通常極めて特異な負

荷を示すことになるので、最大需要の発生原因となる使用形態に対するピーク責任等を考慮した

料金制度の検討が必要と考える。

10
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口 径 量 水 器 設 置 件 数 備 考

13mm 3,238 件 小口径計

31,700 件（一般用）

38件（共用）

20 26,136

25 2,364

30 367

40 256

50 125

75 90

100 20

150 2

200 2

計 32,600 年間延件数 391,200 件

区 分 水 量 及 び 率 備 考

年 間 水 量

ａ 年 間 配 水 量 9,678,652m3

ｂ 年間有収水量 8,614,000m3

ｃ 有 収 率 89.0 ％

１日当たりの水量

ｄ １日最大配水量 31,196m3

ｅ １日平均配水量 26,517m3

ｆ 負 荷 率 85.0 ％ ｅ／ｄ

浄 水 施 設 能 力 38,000m3

用 途 基 本 料 金
（10m3まで）

超 過 料 金
（１m3当たり）

一 般 用 800 円 90 円

営 業 用 1,500 130

公 衆 浴 場 用 50,000 （800m3まで） 80

共 用 700 80

( )

Ⅲ 配 賦 例

この配賦例は、５万人以上10万人未満都市の平均値をもとに「水道料金算定要領の説明資料」の一

例に当てはめて算出したものである。

1. 前 提
１ 給 水 件 数

２ 配水量及び有収水量

３ 現 行 料 金

11
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メ ー タ 口 径 料 金料 金 メ ー タ 口 径

13mm 200 円 100mm 4,000 円

20・25 300 125 5,000

30・40 700 150 6,000

50 2,000 200 8,000

75 2,500 ― ―

施 設 部 門 帳 簿 価 格 備 考

原 浄 水 施 設

千円

3,033,252

貯水池、原水導水管、取水管、浄水場、さく井

ポンプ所及び配水池に至る送水管原水の貯留、

取水、送水、浄水及び浄水の送水に必要な施設

並びにこれと一体的な関係施設である。

配 給 水 施 設 3,859,563

各使用者に対し、浄水を供給するために必要な

配水池増圧ポンプ配水等の各施設及びこれと一

体的な関係施設であって他の部門に属さないも

のである。

一
般
管
理
業
務
施
設

検針・集金関係施設 561,719
量水器の検針、料金の徴収に従事する職員の事

務所等の施設である。

量 水 器 関 係 施 設 87,666 量水器及び保管倉庫等の関係施設である。

その他管理業務施設 497,907 一般管理部門の事務所等の施設である。

計 8,040,107

（注） 一施設が機能上２以上の部門にわたる場合には、適当な基準により按分する。

( )

（注） メ ー タ 料

４ 施 設

12
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費 用 金 額

営

業

費

用

維

持

管

理

費

原 浄 水 部 門 費 408,662 千円

配 給 水 部 門 費 169,134

部

門

費

一
般
管
理
業
務

検 針 ・ 集 金 関 係 費 48,594

量 水 器 関 係 費 10,400

そ の 他 管 理 業 務 費 84,855

小 計 143,849

計 721,645

減 価 償 却 費 258,642

資 産 減 耗 費 17,414

合 計 997,701

資
本
費
用

支 払 利 息 227,354

資 産 維 持 費 241,203

合 計 468,557

総 計 1,466,258

（注） 維持管理費の配分は、前記４の部門別施設に対応して当該施設において直接発生する費用及び

当該部門別機能の遂行もしくは維持上必要な費用を分類整理したものである。

( )

５ 総括原価の内訳

６ 資産維持費の算定

資産維持費＝ 8,040,107 × 3 ％＝ 241,203 千円

○ 対象資産 8,040,107 千円 償却対象資産の帳簿価額（減価償却引当額を除く）

13
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需 要 家 費 固 定 費 変 動 費

人 件 費
検針、集金、量水器関係部

門人件費

需要家費及び変動費以外の

人件費

超過勤務手当、特殊勤務手当

（給水量の増減に伴うもの

に限る）

薬 品 費 ― ― 全 額

動 力 費 ― ― 全 額

修 繕 費
検針、集金、量水器関係部

門の修繕費
左記以外の修繕費全額 ―

受 水 費 ― 基 本 料 金 使 用 料 金

減 価 償 却 費
検針、集金、量水器関係部

門に配賦される償却費
左記以外の償却費全額 ―

支 払 利 息
検針、集金、量水器関係部

門に配賦される利息
左記以外の支払利息の全額 ―

資 産 維 持 費
検針、集金、量水器関係部

門に配賦される資産維持費

左記以外の資産維持費の全

額
―

（注） 1. 事業の実態に応じ上記基準を適宜修正できる。

2. 上記以外の維持管理費は、上記を参考の上、事業の実態に応じて適宜分解する。

( )

2. 総括原価の配賦例
１ 総括原価の分解

総括原価は、おおむね次の基準により分解するものとする。
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項 目
固 定 的 費 用

変 動 費 計
備 考

（変動費の内訳）需要家費 固 定 費

原 浄 水 部 門

千円

―

千円

220,417

千円

188,245

千円

408,662

千円
超勤手当 520

特勤手当 468

受水費 126,831

動力費 53,655

薬品費 6,771

配 給 水 部 門 ― 164,016 5,118 169,134
超勤手当 4,880

特勤手当 238

一
般
管
理
業
務
部
門

検 針・集 金

関 係 費
48,594 ― ― 48,594

量水器関係費 10,400 ― ― 10,400

そ の 他

管理業務費
― 83,795 1,060 84,855

超勤手当 1,040

特勤手当 20

計 58,994 468,228 194,423 721,645

施 設 部 門

減 価 償 却 費 等 資 本 費 用 参 考

減 価
償 却 費

資 産
減 耗 費 計 支払利息 資 産

維 持 費 計
固定資産
の帳簿価
格

左 の
構 成 比

原浄水施設
千円
87,883

千円
―

千円
87,883

千円
85,712

千円
90,934

千円
176,646

千円
3,033,252

％
37.7

配 給 水施設 120,823 17,414 138,237 109,130 115,777 224,907 3,859,563 48.0

一
般
管
理
業
務
部
門

検 針 ・
集金関係 17,888 ― 17,888 15,915 16,884 32,799 561,719 7.0

量 水 器
関 係 17,575 ― 17,575 2,501 2,653 5,154 87,666 1.1

そ の 他
管理関係 14,473 ― 14,473 14,096 14,955 29,051 497,907 6.2

計 258,642 17,414 276,056 227,354 241,203 468,557 8,040,107 100.0

（注） 支払利息及び資産維持費の部門別配分は、資産の構成比を基準にした。

( )

２ 総括原価の分解例

ア 維 持 管 理 費

イ 減価償却費、資産減耗費、支払利息及び資産維持費

15
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費 用 需要家費 固 定 費 変 動 費 計

原 浄 水 部 門 費

維 持 管 理 費 ― 220,417 188,245 408,662

減 価 償 却 費 ― 87,883 ― 87,883

資
本
費
用

支 払 利 息 ― 85,712 ― 85,712

資 産 維 持 費 ― 90,934 ― 90,934

小 計 0 484,946 188,245 673,191

配 給 水 部 門

維 持 管 理 費 ― 164,016 5,118 169,134

減 価 償 却 費 ― 138,237 ― 138,237

資
本
費
用

支 払 利 息 ― 109,130 ― 109,130

資 産 維 持 費 ― 115,777 ― 115,777

小 計 0 527,160 5,118 532,278

一

般

管

理

業

務

部

門

費

検針・集金関係費

維 持 管 理 費 48,594 ― ― 48,594

減 価 償 却 費 17,888 ― ― 17,888

資
本
費
用

支 払 利 息 15,915 ― ― 15,915

資 産 維 持 費 16,884 ― ― 16,884

小 計 99,281 0 0 99,281

量 水 器 関 係 費

維 持 管 理 費 10,400 ― ― 10,400

減 価 償 却 費 17,575 ― ― 17,575

資
本
費
用

支 払 利 息 2,501 ― ― 2,501

資 産 維 持 費 2,653 ― ― 2,653

小 計 33,129 0 0 33,129

その他管理業務費

維 持 管 理 費 ― 83,795 1,060 84,855

減 価 償 却 費 ― 14,473 ― 14,473

資
本
費
用

支 払 利 息 ― 14,096 ― 14,096

資 産 維 持 費 ― 14,955 ― 14,955

小 計 0 127,319 1,060 128,379

計

維 持 管 理 費 58,994 468,228 194,423 721,645

減 価 償 却 費 35,463 240,593 ― 276,056

資
本
費
用

支 払 利 息 18,416 208,938 ― 227,354

資 産 維 持 費 19,537 221,666 ― 241,203

小 計 132,410 1,139,425 194,423 1,466,258

( )

ウ 分解原価の集計

（単位：千円）
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（単位：千円）

費 用 総 額

検 針 ・ 集 金 関 係 費

維 持 管 理 費 48,594

減 価 償 却 費 17,888

資
本
費
用

支 払 利 息 15,915

資 産 維 持 費 16,884

計 99,281

量 水 器 関 係 費

維 持 管 理 費 10,400

減 価 償 却 費 17,575

資
本
費
用

支 払 利 息 2,501

資 産 維 持 費 2,653

計 33,129

合 計

維 持 管 理 費 58,994

減 価 償 却 費 35,463

資
本
費
用

支 払 利 息 18,416

資 産 維 持 費 19,537

計 132,410

( )

３ 総括原価の準備料金及び水量料金への配分

ア 総括原価は、次の基準により準備料金及び水量料金に対して配分する。

ア 需要家費は、全額準備料金に配分する。

イ 固定費は、最大配水量に対する最大配水量と平均配水量の差の比相当額とし、その他は、

水量料金として配分する。

ウ 変動費は、全額水量料金に対して配分する。

イ 総括原価の配分例

ア 需 要 家 費

17
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（単位：千円）

費 目 総 額
配 分

備 考
準備料金 水量料金

維 持 管 理 費 468,228 141,491 326,737

固定費×（Ａ－Ｂ）／Ａ＝準備料金

固定費×（100％－負荷率）＝準備料金

固定費×負荷率＝水量料金の方式を

とった。

※Ａ＝浄水施設能力 Ｂ＝平均給水量

なお、上記準備料金は「固定費×（Ａ－Ｂ）／Ａ」により算出している。

※配賦例を示すにあたり、Ｐ９ロにある「１固定費の配分基準」は を採用している。

減 価 償 却 費 240,593 72,703 167,890

資
本
費
用

支 払 利 息 208,938 63,138 145,800

資産減耗費 221,666 66,984 154,682

計 1,139,425 344,316 795,109

（単位：千円）

費 目 総 額
配 分

準 備 料 金 水 量 料 金
備 考

変 動 費 194,423 ― 194,423

費 目 総 額
１件１月当り

配 賦 額

検針・集金関係費 99,281千円

１件１月当り配賦額の算定式

検針・集金関係費
量水器設置個数×12（月）

備 考

253円79銭

( )

イ 固 定 費

ウ 変 動 費

４ 総括原価の配賦

ア 需 要 家 費

○ 需要家費は、次の基準により各使用者に対して配賦する。

ア 検針・集金関係費は各使用者に対して均等配賦すること。

イ 量水器関係費は、量水器の取得価格比により差別配賦すること。

○ 需要家費の配賦例

【準備料金の配賦】

ア 検針・集金関係費
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口 径
量水器設置
個 数

量水器購入
価 格 指 数

口径別総合配賦率 量 水 器 費 の 配 賦

× 左の百分比 総 額 １件当たり
月 額

mm
13

件
3,238 1.0 3,238 4.977％

円
1,648,964

円 銭
42.44

20 26,136 1.9 49,658 76.334％ 25,288,528 80.63

25 2,364 2.0 4,728 7.268％ 2,407,752 84.88

30 367 2.9 1,064 1.636％ 541,846 123.03

40 256 3.8 973 1.496％ 495,504 161.30

50 125 18.0 2,250 3.459％ 1,145,821 763.88

75 90 25.6 2,304 3.542％ 1,173,321 1,086.41

100 20 28.6 572 0.879％ 291,293 1,213.72

150 2 57.6 115 0.177％ 58,564 2,440.17

200 2 76.0 152 0.234％ 77,407 3,225.27

計 32,600 ― 65,054 100.000％ 33,129,000 ―

( )

イ 量水器関係費

19



20

口 径 理 論 流 量 比
（ウイリアムヘーゼンの公式）

需要実態を考慮した
左の補正係数 ×

mm
13 1.00 1.00 1.0

20 3.10 0.81 2.5

25 5.58 0.72 4.0

30 9.02 0.66 6.0

40 19.22 0.57 11

50 34.56 0.51 18

75 100.40 0.42 42

100 213.96 0.36 77

150 621.51 0.29 180

200 1,324.46 0.25 331

口 径
量水器設置
個 数

流 量 比 口径別総合配賦率 固 定 費 の 配 賦

× 左の百分比 総 額 １件当たり
月 額

mm
13

件
3,238 1.0 3,238

％
3.533

円
12,165,501

円 銭
313.09

20 26,136 2.5 65,340 71.298 245,489,148 782.73

25 2,364 4.0 9,456 10.318 35,527,171 1,252.37

30 367 6.0 2,202 2.403 8,273,142 1,878.55

40 256 11 2,816 3.073 10,580,004 3,444.01

50 125 18 2,250 2.455 8,453,483 5,635.66

75 90 42 3,780 4.125 14,201,852 13,149.86

100 20 77 1,540 1.680 5,785,940 24,108.08

150 2 180 360 0.393 1,352,557 56,356.55

200 2 331 662 0.722 2,487,203 103,633.44

計 32,600 91,644 100.000 344,316,000

( )

イ 固 定 費

○ 固定費は、次の基準により各使用者もしくは給水量に対して配賦する。

ア 準備金に配分された固定費は、理論流量比と地域の需要実態等を考慮した率により各使

用者群に配賦する。

【理論流量比と地域の需要実態等を考慮した率の一例】

イ 水量料金に配分された固定費は給水量１立方メートル当り均等に配賦する。

○ 固定費の配賦例

ア 準備料金の配賦
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区 分 固 定 費 給水量１ m3 当たり配賦額

維 持 管 理 費
千円

326,737
円 銭

37.93

減 価 償 却 費 167,890 19.49

支 払 利 息 145,800 16.93

資 産 維 持 費 158,235 18.37

計 798,662 92.72

（注） 全水量8,614,000m3

費 目 総 額 給水量１ m3 当たり配賦額

変 動 費
千円

194,423
円 銭

22.57

( )

イ 水量料金の配賦

水量料金に配分した固定費は、形態別費目ごとに需要家費の水量料金配分額を集計して、

下記のとおり、原則として給水量１立方メートル当り均一に配賦する。

ウ 変 動 費

○ 変動費は給水量１立方メートル当り均等に配賦する。

○ 変動費の配賦例
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需
 要
 家
 費
 

13
2,
41
0千
円
 

固
　
定
　
費
 

1,
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円
 

総
 括
 原
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変
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量
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関
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〔参 考 資 料〕
〔昭和54年８月作 成
平成20年３月一部変更〕

逓増料金制の設定基準
1. 定 義

この基準でいう逓増料金制とは、水道料金算定要領に定める料金体系の特別措置としての従量料

金にかかわる区画別逓増料金制をいう。

2. 目 的

逓増料金制は、大口需要の料金に、新規水源開発等に伴う費用の上昇傾向を反映させるとともに、

水需要の均衡確保に資することを基本方針とし、運用する。

3. 採用の条件

上記の事由から、逓増料金制は、
１ 水源の遠隔化、投資効率の低下等に伴い、供給コストが逓増している事業
２ 水需給が逼迫しているにもかかわらず、新規水源確保が困難である事業

に採用すべきであるが、生活用水に対する配慮等をあわせて運用してきた経緯等もあるので、特別

な事情がある事業について、必要な調整を図ることもできる。

4. 設定方法

逓増料金制における水量区画及び料金単価の設定は、次により行うものとする。
１ 水量区画は、給水地域の需要実態を考慮し、使用水量の大小により概ね３乃至５段階とする。

ただし、都市の実情等によっては、水量区画の増減ができるものとする。
２ 最高単価は、５により算出した限界費用を上限とし、その範囲内において設定する。
３ 最低単価は、従量料金に配賦すべき原価のうち、少なくとも維持管理費と変動費を賦課する。
４ 水量区画及び最高単価を除く料金単価は、給水地域の需要実態、事業財政の収支均衡及び料

金体系の整合性等を考慮して決定する。

5. 限 界 費 用

ここにいう限界費用とは、給水地域における拡張事業別給水原価のうち、最も高額な給水原価を

いう。

この場合、拡張事業別にかえて、水系別もしくは需要地域別等によることもできる。

6. 給水原価の算定期間

給水原価の算定期間は、料金算定期間もしくは拡張事業別等による水道施設の耐用期間とする。

7. 給水原価の算定式

給水原価は、次のいずれかの方式により算定する。

Ａ方式…給水原価＝
拡張事業別等の建設費（時価）×（利子率＋減価償却率）＋年管理費

拡張事業別等の年間有収水量

Ｂ方式…給水原価＝
料金算定期間における拡張事業別等の経費総額（資本費用を含む）

料金算定期間における拡張事業別等の有収水量
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（単位：千円）

当該施設

費 目
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 計

人 件 費 70,080 21,020 23,650 63,070 177,820

動 力 費 18,470 4,540 4,440 10,510 37,960

薬 品 費 5,010 1,550 1,650 6,300 14,510

そ の 他 物 件 費 87,600 23,650 22,780 79,880 213,910

減 価 償 却 費 等 35,040 14,020 17,520 95,280 161,860

支 払 利 息 28,030 26,280 43,800 189,210 287,320

資 産 維 持 費 35,040 14,020 17,520 39,600 106,180

計 279,270 105,080 131,360 483,850 999,560

有 収 水 量（m3） 3,504,000 876,000 876,000 2,102,000 7,358,000

給水原価（円/m3） 80 120 150 230 136
↑
限界費用

( )

（参 考） 限界費用の計算事例

Ⅰ Ａ方式による場合

1. 前提事項
１ 当該施設による増加給水能力 9,000 m3 /日
２ 施設投資額（時価） 3,300 百万円
３ 平均稼働率 80 ％
４ 有 収 率 80 ％
５ 年 管 理 費 160 百万円
６ 利 子 率 ７％
７ 減価償却率 ３％

2. 限界費用の算定

限界費用＝
3,300百万円×（0.07＋0.03）＋160百万円

9,000 m3×0.8×0.8×365
＝233円/m3

Ⅱ Ｂ方式による場合
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（昭和54年８月作成）

加 入 金 算 定 基 準

1. 定 義

この算定基準でいう加入金とは、給水装置の新設、増径工事の実施に際し、当該工事申込者から、

一時金として徴収する負担額をいう。

2. 目 的

加入金は、

イ．新旧需要者間の負担の公平

ロ．原因者の適正負担

ハ．大口需要者等特定需要者の利益還元

ニ．水道需要の抑制

等を主目的とし、あわせて水道財政基盤の強化を図ることを目的とする。

3. 徴収対象者

加入金の対象者は、

イ．新規及び増径の給水装置工事申込者

または、

ロ．前記イ．のうち、大口需要あるいは特定地域の需要等にかかる給水装置工事申込者

であり、当該地域の実情等により選択し採用するものとする。

4. 法 的 根 拠

加入金の法的根拠は、原則として水道法第14条に定める「その他の供給条件」とする。

ただし、制度導入の目的等により、地方自治法第224条に定める「分担金」に根拠をおくことも

できるが、この場合は、特定需要者を対象とし、その額は、受益の範囲を限度とする必要があるの

で、この点に留意しなければならない。

5. 対 象 経 費

加入金対象経費、新規の水源開発及び拡張施設関連経費から、水道料金との重複経費及び工事負

担金、国庫補助金等特定収入の対応経費を除いた額とする。

ただし、事業の実情によって、現有施設の関連経費を含めることもできる。

6. 算 定 期 間

加入金の算定期間は、原則として、拡張事業計画期間とする。

ただし、事業の実情等を勘案し、料金算定期間等と同一とすることもできる。

7. 対象経費の配賦基準

加入金対象経費の配賦は、契約水量もしくは、予定流量を基準とすべきであるが、現状では、計

算等の簡明かつ単純化のために、給水管またはメーターの口径流量比によることが適当である。

ただし、流量比について、単に理論流量比によることなく、需要実態等を勘案し、補正するもの

とする。

なお、徴収対象者の需要の同質性が認められるときは、給水管等の口径のいかんにかかわらず、

定額とすることもできる。

8. 収 入 科 目

加入金の収入科目は、加入金の対象経費及びその使途等を考慮し区分するものとする。

このため、例えば、対象経費及びその使途が収益的支出の場合には、収益的収入とし、資本的支

出の場合には資本的収入として処理する。

9. 加入金導入等の場合の配慮

加入金制度を導入あるいは改廃する場合には、対象者、対象経費等に十分配慮するとともに、必

要に応じ適切な経過措置を講ずるものとする。
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給水量の図示

拡張事業によ
る増加給水量

60,000m3/日

新需要者による
増 加 給 水 量

既 需 要 者 の
増 加 給 水 量

既施設による
給 水 量

40,000m3/日

60,000m3/日

20,000m3/日

対象経費の図示

新規水源開発
及 び

拡 張 事 業 費

5,000,000千円

新需要者が負担
す る 経 費
3,333,333千円

既需要者が負担
す る 経 費
1,666,667千円

新旧施設に係る
管 理 費 等

加入金対象経費
2,500,000千円

料金対象経費

メータ
口 径 期首個数 期末個数 増加個数

１

理 論
流 費 比
２

需要実態を
考慮した補
正係数

３

総 合
配賦係数
２×３＝４

配 賦
対象個数
１×４

左の百分比加入金原価配 賦 額
５

加入金単価

５/１

左の補正
単 価

mm 個 個 個 個 ％ 千円 円 円
13 19,930 24,860 4,930 1.00 1.0 1.0 4,930 6.245 156,125 31,668 32,000

20 20,000 30,000 10,000 3.10 0.9 2.8 28,000 35.467 886,675 88,668 88,000

25 10,000 20,000 10,000 5.58 0.8 4.5 45,000 57.000 1,425,000 142,500 143,000

40 40 100 60 19.22 0.7 13.5 810 1.026 25,650 427,500 428,000

50 22 32 10 34.56 0.6 20.7 207 0.262 6,550 655,000 660,000

75 5 5 ― 100.00 0.5 50.0 ― ― ― ― ―

100 2 2 ― 213.00 0.4 85.2 ― ― ― ― ―

150 1 1 ― 621.00 0.3 186.3 ― ― ― ― ―

計 50,000 75,000 25,000 ― ― ― 78,947 100.000 2,500,000 ― ―

↑

↓

↑

↓

↑

↓
↑

↓
↑

↓

↑

↓
↑

↓

( )

（参 考） 加入金算定の計算事例
1. 前提事項
１ 拡張事業計画期間 ５ヵ年間
２ 給水人口 現在200,000人（１人１日300l）拡張後300,000人（１人１日400l）差引増加100,000人

（１人１日100l）
３ 給水能力 現在60,000m3/日、拡張後120,000m3/日、差引増加60,000m3/日
４ メーター設置個数 現在50,000個、拡張後75,000個、差引増加25,000個
５ 加入金対象基礎経費 新規水源開発及び拡張事業費50億円

2. 加入金対象経費の算定

加入金対象経費＝（新規水源開発及び拡張事業費 ×
新需要者による
増加給水量
増加給水量

）－（
既需要者が負担す
る新規水源開発及
び拡張事業費

×
新需要者による増
加給水量
既需要者の給水量

）

＝（5,000,000千円×40,000m
3

60,000m3）－｛（5,000,000千円×20,000m
3

60,000m3）×40,000m
3

80,000m3｝
＝ 2,500,000千円

3. 対象経費の配賦

加入金対象経費を、メーター口径の流量比を基準に、需要実態を考慮して次のとおり配賦する。
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水道料金制度特別調査委員会

（平成20年３月31日現在）

委 員 長 東洋大学経営学部教授 石 井 晴 夫

副 委 員 長 東京都水道局総務部主計課長 石 井 正 明

委 員 神戸大学大学院経営研究科教授 水 谷 文 俊

〃 東京経済大学経営学部准教授 青 木 亮

〃 札幌市水道局総務部財務企画課長 津 坂 俊 朗

〃 仙台市水道局業務部参事兼企画財務課長 千 葉 晴 洋

〃 横浜市水道局経営企画部経営企画課長 大 澤 吉 輝

〃 名古屋市上下水道局経営本部経理部経理課長 伊 藤 元 之

〃 大阪市水道局総務部経営企画担当課長 松 田 俊

〃 広島市水道局財務課長 野津山 宏

〃 福岡市水道局総務部経理課長 丸 山 哲 朗

〃 ㈱日水コン東京水道事業本部技術第一部副部長 若 松 亨 二

前 委 員 札幌市水道局総務部財務企画課長 渡 辺 彰 裕

〃 名古屋市上下水道局経営本部経理部経理課長 石 川 照 久

〃 大阪市水道局総務部業務企画担当課長 山 本 博 章

※ 前委員の職名は解職当時の職名による
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